
事業主の皆さまへ

ハローワークまちプラコーナーでは、求職者の方の雇用の拡大を図るとともに、
管内企業の人材確保の場を提供する目的で、「ミニ会社説明会」を開催しています。
求職者との出会いの場として、ミニ会社説明会を活用してみませんか？

旭川公共職業安定所
ハローワークまちプラコーナー 電話：0166-23-1401

開催場所 ハローワークまちプラコーナー（フィール旭川２階）

開催日
開催日は、お問い合わせください。
※「①11：00～12：00」と「②13:00～14：00」の２セット
実施ください。

開催方法

当日、出席の求職者に対して、求人内容、働きやすさや働きが
い等のPRをお願いします。
説明終了後は、可能な限り、個別の質問等への対応もお願いし
ます。

参加対象
事業所

●就業場所が原則当所管内であること。
（旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町）

●ミニ企業説明会当日に有効中の求人があること。

●原則、「正社員」または「雇用期間の定めがない」求人である
こと。

● PCを活用する場合は、各社でご用意願います。（電源はご利用可能です）
※事前下見のためにまちプラコーナーへ来所の場合はご一報ください。

● 会社説明会用のチラシ（A４縦50部程度、A３縦４部）は各社でご準備願います。
※事前に内容を確認しますので、概ね３週間前までにPDFデータを asahikawa-pu@mhlw.go.jpあて送信願います。
【チラシに記載いただきたいこと】
・「予約不要・普段着OK・飛び込み参加OK」、 ・日時、会場（フィール旭川２階「ハローワークまちプラコーナー」）
・職種、 ・求人番号（面接会当日に有効中である求人）、
・「この説明会はハローワーク旭川と旭川市の一体的な取り組みの一環として実施するものです」

● 当日は開催の１５分位前までに会場入りのうえ、準備をお願いします。
● 希望者がいない場合でも、開催時間中は待機いただきますようお願いします。

お願い

ハローワークまちプラコーナー

「ミニ会社説明会」に参加してみませんか？

お申し込み先


